
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校では、引き続き感染防止対策の徹底に努めてまいります。家庭においても、手洗い・うがい・ 

マスク着用・換気等、引き続き感染防止対策の徹底に御協力をお願いいたします。なお、今後の 

感染状況によっては、対応が変更になる場合もございますので、予め御承知おきください。 

保護者 様 

濃厚接触者又は濃厚接触者疑いになった場合の対応について Ver.5 

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、陽性となるケースをはじめ、濃厚接触者や濃厚接触

者疑いとなるケースが増加しています。こうした中、「自宅待機期間がいつまでなのか」という御質問

を多くいただいております。 

学校においては、児童生徒の「学びの保障」と「児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよ

うにする」ことを両立させていく必要があります。保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

【濃厚接触者】 
陽性者（無症状者を含む）の感染可能期間（※１）に以下の接触等があった場合。 

 

■同居家族に陽性者が出た場合。 

■感染防止対策（お互いマスク着用等）なしに陽性者と１ｍ以内で１５分以上接触があった場合。 

 ■陽性者の気道分泌液や体液などに直接触れた可能性が高い場合。 
 

※１：陽性判明日（症状発症の場合は発症日）の２日前から自宅療養終了日まで。 
 

【濃厚接触者疑い】 
 クラスター発生等の理由により、濃厚接触者の調査が行われている場合は、「濃厚接触者疑い」にな 

ります。特定がされるまで自宅待機をお願いします。なお、濃厚接触者と同居している場合や PCR 

検査等対象者と同居している場合については原則登校を控える必要はありません。 

「濃厚接触者」・「濃厚接触者疑い」について 

待機期間の考え方について 

松伏町教育委員会 教育総務課 

■陽性者になった場合 
症状発生日(無症状の場合は陽性判定日)の翌日から７日間の自宅待機をお願いします。（有症状の場 

合は、症状軽快後２４時間が経過している必要があります。）無症状の場合には、薬事承認された 

検査キットを活用し陰性が確認された場合は、待機期間を５日間に短縮することができます。 

※キットを活用して期間を短縮する場合は、陰性の確認をさせていただきます。 

○陽性者待機期間のカウントの仕方について 

 発症日又は陽性判定日 翌日 自宅待機期間 自宅待機解除 

キット使用[無] ０日目とする １日目 ７日目 ８日目 

キット使用[有] ０日目とする １日目 ５日目（陰性） ６日目 
 

■濃厚接触者になった場合 
 陽性者との最終接触日の翌日から５日間の自宅待機をお願いします。（薬事承認されている抗原定

性検査キットを用いて２日目及び３日目に検査し、それぞれ陰性を確認した場合には３日目から解

除可能になります。） 

○濃厚接触者待機期間のカウントの仕方について 

 濃厚接触者特定日 翌日 自宅待機期間 自宅待機解除 

キット使用[無] ０日目とする １日目 ５日目 ６日目 

キット使用[有] ０日目とする １日目 ２日目（陰性） ３日目（陰性） 

 

令和４年９月１４日～ 

※太枠は無症状の場合のみ適用されます。 


